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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
型
の
官
邸
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
考
え
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、

時
代
の
変
化
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
し
た
政
策
決
定
を
行
う
た
め
に
は
、
大
統
領
制
の
み
な
ら
ず
議
院
内
閣
制
に
お
い
て

も
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
政
策
決
定
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
活
用
を
始
め
内

閣
総
理
大
臣
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ
を
一
層
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
の
機
能
（
以
下
「
官
邸
機
能
」

と
い
う
。
）
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
条
に
定
め
る
中
央
省
庁
等
改
革
の
基
本

方
針
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
更
な
る
官
邸
機
能
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

郵
政
民
営
化
関
連
六
法
案
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
こ
れ
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
総
務
大
臣
及
び
財

務
大
臣
と
共
同
で
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
閣
議
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

一



ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
時
代
の
変
化
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
し
た
政
策

決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
官
邸
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
職
務
は
、
内
閣
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
よ
う
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
補
佐
的

な
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

山
谷
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
は
、
教
育
再
生
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
教
育
再
生
会
議
の
事
務
局
長
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
般
任
命
さ
れ
た
他
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
に
つ
い
て
も
、
今
後
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
に
応
じ
た
形

で
活
用
を
図
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
の
�
及
び
七
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
を
含
め
た
官
邸
機
能
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
行
っ
て
い
る
取
組
の
状
況
も
踏
ま
え
た
上

で
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二


